
 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人厚生会 

平成３１年度特別養護老人ホーム川口シニアセンター 

給食業務委託業者選定プロポーザル実施要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年２月１８日 

 

社会福祉法人厚生会 

特別養護老人ホーム川口シニアセンター 

 

 

 

 



１．業務委託の内容 

 

別紙「特別養護老人ホーム川口シニアセンター給食業務委託仕様書」の通りと

する。 

 

 

２．公募における募集 

 

 （１）次のとおり、関係書類を交付する 

①交付期間 平成３１年２月 1８日（月）～平成３１年２月２０日（水） 

  ②交付方法 特別養護老人ホーム川口シニアセンター事務所にて配布 

           特別養護老人ホーム川口シニアセンター事務所 

           住所 〒333-0833 埼玉県川口市西新井宿 1216-6 

           TEL 048-291-2120 

           FAX 048-291-2160 

           E-mail kouseikai@be.wakwak.com 

           担当者 神谷 透 

 

 （２）参加申請書の提出 

①提出書類 参加申請書 

②提出期限 平成３１年２月２０日（水）１７：００までに持参 

           FAX、郵送不可 

     ③提 出 先 特別養護老人ホーム川口シニアセンター事務所 

     ④参加申請書の提出をもって、本募集要綱（別途資料を含む）の記載内容及

び条件を承諾したものとみなす。 

 

 

３．仕様書に関する質問 

 

 （１）期  限 平成３１年２月２２日（金）１７：００まで 

 （２）質問方法 所定の書式にてＦＡＸまたはＥメールにて 

 （３）送 付 先 特別養護老人ホーム川口シニアセンター事務所 

           FAX 048-291-2160 

            E-mail kouseikai@be.wakwak.com 

 （４）回  答 平成３１年２月２４日（日）１７：００まで 

   ①回答はプロポーザル参加業者担当者様宛でメールにてお送り致します。 



   ②参加企業者からの質疑を集計の上、配信いたします。 

   ③仕様書に関する質問は質疑書以外一切受け付けない。 

 

 

４．提案書の内容 

 

 提案書の内容は下記の通りとする。なお、書式は任意とする。 

 （１）会社の概要 

   ①「会社案内」又は、「創立年月日・代表者氏名・従業員数・所在地・ 

会社組織図等確認できる書類」の添付。 

   ②直近５年間の競争入札指名停止処分の有無。 

   ③平成３１年３月末現在、川口市に受託施設（医療機関又は福祉施設）が 

５件以上の履行実績を有する事。 

   ④緊急時の対応、体制として、公益社団法人日本メディカル給食協会に 

加盟し、第三者による代行保障を受ける資格の有無（証明書類添付）。 

   ⑤食材料の調達の考え方。 

   ⑥衛生管理体制について。 

⑦事故発生時の連絡及び対応の体制として、埼玉県内に於ける本店、又は 

支店の有無。 

   ⑧安定した給食提供業務の維持として、参加申請書提出時に在籍予定名簿 

を提出する事。又、その在籍予定名簿の責任者は、福祉施設にて３年以 

上の経験を有する栄養士である事。 

   ⑨見積り。 

 

 

５．提案書の提出期限 

 

 （１）提出期限 平成３１年２月２６日（火）１６：００まで 

 （２）提出期間 平成３１年２月２３日（土）～２６日（火） 

いずれの日も受付時間は１０：００～１６：００ 

 （３）提出場所 特別養護老人ホーム川口シニアセンター事務所 

 （４）提出方法 上記提出先へ持参の事。 

    ※ＦＡＸ・Ｅメールは不可 

 

６．提案書評価基準 

 



実績・組織体制 企業規模、資格、実績、その他 ２０点 

提案内容 

緊急時の体制・対応 

６０点 
食材料の調達の考え方 

衛生管理体制 

安定した給食提供業務の維持 

価格 見積り ２０点 

 

 

７．審査 

 

審査は選考委員により、提案書の内容より、上記評価基準に基づき適正かつ公

正に行う。 

 

 

８．契約 

 

（１）選定された業者と契約締結の交渉を行い、不調に終わった場合は次点 

業者と交渉を行う。 

 （２）選定業者と仕様書に基づき業務の詳細を協議した後、最終契約価格を 

    決定し、当法人理事会にて承認後契約を締結する。 


